
国
民
健
康
保
険
の
所
得
申
告

　

国
民
健
康
保
険
料
を
算
定
す

る
た
め
に
、
令
和
７
年
分
の
所

得
申
告
が
必
要
な
方
へ
所
得
申

告
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
軽
減

判
定
の
際
に
も
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
期
限
ま
で
に
郵
送
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

期
限　

５
月
18
日(

月)

申
告
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
１

国
民
年
金

◆
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く

と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
や

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
保
険
料
額
は
、
月

１
万
７
９
２
０
円
で
す
。
納
め

た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
税

金
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事
務
所

☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１
１
２

２

◆
任
意
加
入
制
度

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方(

厚
生
年
金
保
険
加

入
者
な
ど
を
除
く)

は
国
民
年

金
に
加
入
し
、
40
年
間
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
で
満
額
の
老
齢

基
礎
年
金
を
65
歳
か
ら
受
給
で

き
ま
す
。

　

過
去
に
、
国
民
年
金
に
加
入

し
な
か
っ
た
期
間
や
保
険
料
を

納
め
忘
れ
た
期
間
、
免
除
・
猶

予
さ
れ
た
期
間
が
あ
る
た
め
に
、

満
額
の
老
齢
基
礎
年
金(

今
年

度
は
年
額
84
万
７
３
０
０
円)

を
受
給
で
き
な
い
方
や
、
受
給

資
格
期
間(

原
則
10
年
以
上)

を

満
た
し
て
い
な
い
方
な
ど
は
、

申
し
出
に
よ
り
60
歳
以
降
も
任

意
加
入
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
任
意
加
入
の
期
間
は
、

申
し
出
た
月
か
ら
、
年
金
額
を

増
や
し
た
い
方
は
65
歳
ま
で
、

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い

な
い
方
は
70
歳
ま
で
で
す
。

◆
保
険
料
の
法
定
免
除
制
度

　

次
の
方
は
、
届
出
に
よ
り
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま

す
。

①
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
を
受

け
て
い
る

②
障
害
基
礎
年
金
お
よ
び
被
用

者
年
金
の
障
害
年
金(

２
級
以

上)

を
受
け
て
い
る

③
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
な

ど
で
療
養
し
て
い
る

　

該
当
す
る
方
は
「
国
民
年
金

保
険
料
免
除
事
由(

該
当
・
消

滅)

届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い(

該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合

も
同
じ
届
出
が
必
要)

。

　

な
お
、
免
除
期
間
の
老
齢
基

礎
年
金
の
額
は
、
平
成
21
年
３

月
以
前
の
期
間
は
１
カ
月
を
３

分
の
１
、
平
成
21
年
４
月
以
降

の
期
間
は
1
カ
月
を
２
分
の
１

で
計
算
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

保
険
・
年
金

さ
い
。

問
合
せ
先　

大
阪
府
自
動
車
税

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７

０
・
０
２
０
１
５
６

市
民
税
・
府
民
税
・
森
林

環
境
税
の
納
税
通
知
書
を

発
送

　

納
税
通
知
書
を
６
月
上
旬
に

発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
不
慮
の
災
害
・
解
雇

な
ど
で
収
入
が
無
く
な
り
、
市

民
税
・
府
民
税
・
森
林
環
境
税

の
納
付
が
困
難
な
方
に
は
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
れ
ば
税
額

を
減
免
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。

◆
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　

４
月
1
日
現
在
65
歳
以
上
の

方
は
、
年
金
か
ら
市
民
税
・
府

民
税
・
森
林
環
境
税
が
引
き
落

と
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
度
、
新
た
に
対
象
に

な
っ
た
方
や
前
年
度
に
引
落
し

が
停
止
に
な
っ
た
方
は
10
月
分

の
年
金
か
ら
引
落
し
が
始
ま
り

ま
す
。
引
落
し
が
始
ま
る
ま
で

は
、
納
付
書
・
口
座
振
替
で
納

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

年
金
以
外
の
所
得
に
対
す
る

税
額
は
、
納
付
書
・
口
座
振

替
・
給
与
引
落
し
で
納
税
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同

封
す
る
書
類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

課
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
０

税

納
付
相
談

　

市
税
は
必
ず
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う
。
納
付
が
困
難

な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

納
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
６
０

軽
自
動
車
の
車
検
で
納
税

証
明
書
の
提
示
が
不
要
に

　

軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス

テ
ム(

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ)

の
導
入
に

よ
り
、
車
検
時
の
納
税
証
明
書

の
提
示
は
原
則
不
要
で
す
。
こ

れ
に
伴
い
、
軽
自
動
車
税
を
口

座
振
替
に
て
納
付
さ
れ
た
方
へ

の
納
税
証
明
書
の
送
付
は
廃
止

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
後
す
ぐ
の
車
検

な
ど
納
税
証
明
書
の
提
示
が
必

要
と
な
る
場
合
は
、
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の

窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

納
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
６
１

自
動
車
税
の
納
期
限
は

６
月
１
日（
月
）
で
す

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ

水 

道

６
月
１
日
～
７
日
は

水
道
週
間
で
す　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

市
で
は
、
古
く
な
っ
た
水
道

管
の
更
新
に
合
わ
せ
て
、
管
路

の
耐
震
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
水
道
週
間
を
機
に

「
水
」
に
つ
い
て
考
え
、
家
族

や
友
人
と
話
し
合
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。

問
合
せ
先　

水
道
管
理
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
１
５
３

「
た
い
せ
つ
な　

　

水
道
守
ろ
う

　

未
来
へ
と
」

詳しくは、ホームページでご確認いただくかお問合せください。参加費や費用などの記載のないものは無料です。

　初心者向けと上級者向けの２コースで開催します。コースを選び、

年度内に１クールのみ参加可能です。

対象　60歳以上の市民定員　各クール12人(初めての方優

先。多数の場合は抽選)場所　卓球場＆ショップJOY(鳥羽165-

１)申込　希望クール・住所・氏名・生年月日・電話番号ま

たはファックス番号・靴のサイズ(卓球用シューズがない方)を

電話・ファックス・二次元コードで

申込・問合せ先　高齢介護課☎072－433－7010、Fax072－433－7404

健康卓球で介護予防

クール コース 日　時(全５回) 締　切

６月３日～７月１日
水曜午後１時～３時

６月４日～７月２日、木曜　
午前10時30分～午後０時30分

７月８日～８月５日
水曜午後１時～３時

７月９日～８月６日、木曜
午前10時30分～午後０時30分

初心者
向け

上級者
向け

５月20日(水)

第１

第２

第３

第４

申込

募集

津
田
浄
水
場
の
施
設
見
学

　

深
井
戸
水

が
飲
み
水
に

な
る
ま
で
の

処
理
工
程
の

見
学
が
で
き

ま
す
。

日
時　

６
月

６
日(

土)

①
午
前
10
時

～
②
午
前
11
時
～(

い
ず
れ
も

同
内
容
、
40
分
程
度)

定
員　

各
20
人(

定
員
に
な
り

次
第
締
切)

申
込　

５
月
29
日(

金)

ま
で
に

代
表
者
氏
名
・
住
所
・
電
話
番

号
・
希
望
時
間
・
人
数
を
電

話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

申
込
・
問
合
せ
先　

津
田
浄
水

場
☎
０
７
２
・
４
２
２
・
０
４

４
５
、
FAX
０
７
２
・
４
３
８
・
７

０
７
５

固定資産税・都市計画税
(第１期)/軽自動車税

納期限：６月１日(月)

問合せ先　納税課☎072－433－7260

し
ご
と

そ
の
病
気
、
症
状
は
石
綿

が
原
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん

　

ご
家
族
に
肺
が
ん
や
中
皮
腫

な
ど
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
は
い

ま
せ
ん
か
？
息
切
れ
、
胸
が
苦

し
い
な
ど
の
症
状
が
出
て
い
ま

せ
ん
か
？

　

石
綿(

ア
ス
ベ
ス
ト)

に
よ
る

疾
病
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
各

種
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

問
合
せ
先　

救
済
給
付(

石
綿

健
康
被
害
救
済
制
度)

石
綿
救

済
相
談
ダ
イ
ア
ル
☎
０
１
２

０
・
３
８
９
・
９
３
１(

平
日

午
前
10
時
～
午
後
５
時)

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
と

寡
婦
の
方
へ

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
・
ひ
と

り
親
家
庭
を
経
た
寡
婦
の
方
・

離
婚
前
の
困
難
を
抱
え
る
父
母

の
方
を
対
象
に
就
業
支
援
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。

◆
介
護
職
員
初
任
者
研
修

期
間(

全
17
回)

　

６
月
20
日
～

11
月
28
日
、
土
曜
午
前
10
時
～

午
後
５
時

場
所　

未
来
ケ
ア
カ
レ
ッ
ジ
布

施
校

費
用　

１
万
円(

教
材
費
な
ど)

締
切　

５
月
20
日(

水)

必
着

◆
実
務
者
研
修

期
間(

全
９
回)

　

６
月
27
日
～

９
月
12
日
の
金
曜
ま
た
は
土
曜

の
２
コ
ー
ス
、
午
前
９
時
～
午

後
６
時

場
所　

未
来
ケ
ア
カ
レ
ッ
ジ

(

金
曜
は
難
波
校
、
土
曜
は
吹

田
千
里
丘
校)

費
用　

１
万
５
０
０
０
円(

教

材
費
な
ど)

締
切　

５
月
27
日(

水)

必
着

申
込
・
問
合
せ
先　

〒
５
３
７

‐
０
０
２
５　

大
阪
市
東
成
区

中
道
１
‐
３
‐

59　

大
阪
府
立

母
子
・
父
子
福

祉
セ
ン
タ
ー　

母
子
家
庭
等
就

業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
06
・
６
７
４
８
・
０
２
６
３

令和8年5月(7)　保険・年金・税・しごと・水道・健康 Ka izuka  T imes

申込


